
（様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：（高松市）総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 調査主体：高松市 

 

 

 ３ 調査圏域：高松市都市計画区域内 

 

 

 ４ 調査期間：令和２年度から令和３年度 

 

 

 ５ 調査概要： 

 

   現在、高松市の都市計画道路は 66 路線、延長 222.44km であり、令和２年３

月末現在の整備済延長は、191.81km、整備率は 86.2%と比較的高い状況にある。   

なお、未整備路線のうち未着手区間は、16 路線（23 区間）、延長約 17.7km で

あり、都市計画決定から長期間が経過したことによる都市構造や交通需要の変化

等による整合性を図るため、縮小・廃止を含めた都市計画道路網の見直しの検討

を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称：（高松市）総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

１. 業務概要 

   １.１ 業務目的 

   １.２ 業務概要 

   １.３ 業務項目 

   １.４ 業務実施フロー 

   １.５ 業務内容 

   １.６ 業務計画書の作成 

 

  ２. 都市計画道路網再編に係る課題の整理 

   ２.１ 道路網に関する現況の問題点 

   ２.２ 将来計画における都市計画道路網との不整合箇所の確認 

    

  ３. 都市計画道路網再編に当たっての基本方針の設定 

   ３.１ 基本方針 

    

  ４. 新規路線候補の抽出 

   ４.１ 基本方針を受けた新規路線候補の抽出の視点 

   ４.２ 新規路線候補の抽出 

   ４.３ 新規路線候補のまとめ 

   

５. 都市計画道路網再編計画の検討 

   ５.１ 再編計画立案手法の検討 

   ５.２ 将来交通需要予測 

   ５.３ 都市計画道路網の見直し 

 

６. 長期間着手が見込めない路線への対応方針検討 

   ６.１ 事業着手までの想定される期間 

   ６.２ 着手が遅くなることに関する弊害 



   ６.３ 路線カルテ 

   

７. 都市計画決定の変更に向けた対応方針 

   ７.１ 廃止・変更路線 

 

８. 駅前広場の規模算定 

   ８.１ 駅前広場規模算定の対象 

   ８.２ 駅利用者数・アクセス手段別需要の設定 

   ８.３ 規模算定 

 

９. 長期間着手が見込めない路線への対応方針検討 

   ９.１ 検討委員会 

   ９.２ パブリックコメント 

    



                                                      （様式－２ｂ 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

 

高松市都市計画道路網再編検討委員会（委員会） 

（委員長：香川大学創造工学部教授 紀伊 雅敦） 

 

 

高松市都市計画道路網再編検討委員会（作業部会） 

（部会長：高松市都市整備局 都市計画課長 山下 利彦） 

 

 

高松市都市計画道路網再編検討委員会（事務局） 

（高松市都市整備局都市計画課） 

 

 

 ４ 委員会名簿等： 

 

 所属 役職等 氏名 

委 員 長 香川大学創造工学部 教 授 紀伊 雅敦 

副委員長 香川大学経済学部 教 授 西成 典久 

委  員 弁護士  太田 瑠美 

委  員 香川大学経済学部 教 授 岡田 徹太郎 

委  員 
国土交通省四国地方整備局 

建政部都市・住宅整備課 
課 長 安達 幸信 

委  員 香川県土木部道路課 課 長 奥村 武 

委  員 香川県土木部都市計画課 課 長 佐治 康弘 

 

 

 

 



（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

 

   高松市の都市計画道路は 66 路線、延長 222.44km であり、令和２年３月末現

在の整備済延長は、191.81km、整備率は 86.2%と比較的高い状況にある。しかし

ながら、未整備路線のうち未着手区間は、16 路線、延長約 17.7km あり、予算、

用地買収、道路の構造的な制約等もあり、路線の多くは整備予定の目処が立たな

いことや、都市計画決定から長期間が経過したことによる都市構造や交通需要

の変化等により、当初の計画と整合しなくなっているなど、縮小・廃止も含めた

都市計画道路網の再編が大きな課題となっている。 

また、前回の都市計画道路網の見直しから 10 年以上が経過しており、公共交通

を基軸とした集約型都市（コンパクト・プラス・ネットワーク）の構築に向けた

取組がより、一層求められており、新県立体育館や新駅整備など、新規事業への

「立地適正化計画」（31 年３月改正）や「地域公共交通網形成計画」を踏まえた

対応も含めた、将来的な都市構造を見据え都市計画道路ネットワークを再構築す

る必要がある。 

このため、本市における都市計画道路の新設路線及び未着手路線の必要性や課題

を評価し、新設、計画の存続、変更、廃止等の方向性について明確化することを

目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ２ 調査フロー 

 

   

 

 

 

  

 

（ア）道路網に関する現況の問題点 

検討委員会 

〈第 1回〉 

・都市計画道路網
見直しの考え方 

（イ）将来交通需要予測 （イ）将来計画における都市計画道路網との不整合

箇所の確認 

（ア）再編計画立案手法の検討 

（イ）将来交通需要予測 

（ウ）都市計画道路網の見直し 

〈第 2回〉 

・都市計画道路網
再編計画（案） 

〈第 3回〉 

・都市計画道路網
再編計画 

パブリック 

コメント 



  

３ 調査圏域図 

 

 



（様式－３ｂ 調査成果） 

 

 ４ 調査成果 

 

   別紙のとおり 



    

 

 

 業務概要 

1.1 業務目的 

高松市の都市計画道路は 66路線、延長 222.44kmであり、令和 2年 3月末現在の整備済延長

は、191.81km、整備率は 86.2%と比較的高い状況にある。しかしながら、未整備路線のうち未

着手区間は、16路線、延長約 17.7kmあり、予算、用地買収、道路の構造的な制約等もあり、路

線の多くは整備予定の目処が立たないことや、都市計画決定から長期間が経過したことによる都

市構造や交通需要の変化等により、当初の計画と整合しなくなっているなど、縮小・廃止も含め

た都市計画道路網の再編が大きな課題となっている。 

また、前回の都市計画道路網の見直しから 10年以上が経過しており、公共交通を基軸とした

集約型都市（コンパクト・プラス・ネットワーク）の構築に向けた取組がより、一層求められて

おり、新県立体育館や新駅整備など、新規事業への「立地適正化計画」（31年 3月改正）や「地

域公共交通計画」を踏まえた対応も含めた、将来的な都市構造を見据え都市計画道路ネットワー

クを再構築する必要がある。 

このため、本市における都市計画道路の新設路線及び未着手路線の必要性や課題を評価し、新

設、計画の存続、変更、廃止等の方向性について明確化することを目的とする。 

 

 

  



    

 

 

1.2 業務実施フロー 

業務の全体構成を以下に示す。 

 

 

 

図 1.1 業務の全体構成 

 

（ア）道路網に関する現況の問題点 

検討委員会 

〈第 1回〉 

・都市計画道路網
見直しの考え方 

（イ）将来交通需要予測 （イ）将来計画における都市計画道路網との不整合

箇所の確認 

（ア）再編計画立案手法の検討 

（イ）将来交通需要予測 

（ウ）都市計画道路網の見直し 

〈第 2回〉 

・都市計画道路網
再編計画（案） 

〈第 3回〉 

・都市計画道路網
再編計画 

パブリック 

コメント 



    

 

 

 都市計画道路網再編に当たっての基本方針の設定 

2.1 基本方針 

都市計画の道路の本来の機能に対して、都市計画マスタープランや立地適正化計画等により目

指している『コンパクト・プラス・ネットワーク』のまちづくり、公共交通関連計画が目指す『鉄

道を基軸、バスをフィーダーとするコンパクト・プラス・ネットワークの実現』、さらには、都

市再生整備計画等を踏まえた広域拠点等における“にぎわい創出”、多様な交通モード・道路の

使い方を踏まえた基本方針を以下の通り設定。 

 

 

 

  

公共交通

・誰もが利用しやすい交通体系の構築
・公共交通網の維持・強化
・交通結節点の整備、拠点間の公共交通の強化

■コンパクト・プラス・ネットワーク
■集約拠点への都市機能の集約と居住の誘導
■公共交通による拠点間の円滑な移動

土地利用

・コンパクトで持続可能な集約型都市構造の構築
・適切な土地利用の誘導
・魅力ある都市空間の形成

まちづくりの考え方

基本方針

・“鉄道を基軸、バスをフィーダー”とする公共交通ネットワーク構築
の支援に資するネットワーク検討
・都市機能誘導区域におけるにぎわい創出に資する歩行者・自転車
への快適性確保につながるネットワーク検討
・各種計画との整合性を確保した道路網再編



    

 

 

2.1.1 ガイドラインの作成 

過年度の成果を踏まえたガイドラインを作成した。 

 

 

図 2.1 都市計画道路再編案の立案に関するステップフロー 

 

  

必要性の検証

(1)
求められる機能

(3)整備上の課題

(2)
機能代替の有無

着手が遅くなること
に関する弊害

変更・廃止による効果・影響の
定量的検証

事業着手までの想定される期間

関連事業・計画でのスケジュール

廃止新設・変更存続

効果なし・影響なし

急を要しない路線急がれるべき路線

弊害なし 弊害あり

STEP1

STEP2

STEP4

STEP5

新設路線
の検討

(1)上位計画
の整理

(2)上位計画
を支援する
街路確認

STEP3

効果あり・影響あり

暫定評価：存続
暫定評価：変更・廃止



    

 

 

表 2.1 長期未着手路線 

路線 区間 
都市計画道路名称 当初 

決定 路線名 未整備区間 

1 1 錦町国分寺綾南線 (都)宮脇中野町線 ～ (都)木太鬼無線北側 S21 

2 
2 

朝日町仏生山線 
(都)成合六条線 ～ (都)出作中間線 S21 

3 (都)出作中間線 ～ 終点（仏生山町） S21 

3 4 成合六条線 (都)錦町国分寺綾南線 ～ (都)高松港岩崎線 H3 

4 
5 

高松海岸線  
(一)屋島停車場屋島公園線 ～ (一)新開新馬場線 S21 

6 (都)屋島西宝線 ～ (都)室町新田線 S21 

5 

7 

中新町鬼無線  

弦打区画・西側 ～ 跨線橋・西側 S21 

8 本津川西詰 ～ (都)香西東臨港線東詰 S21 

9 (都)香西東臨港線西詰 ～ (都)木太鬼無線 S21 

6 10 郷東香南線 起点（郷東町） ～ (都)高松海岸線 S39 

7 11 郷東檀紙西線 (都)香西東町香西南町線 ～ (都)木太鬼無線 S29 

8 12 太田下町林線 (一)太田上町志度線 ～ (都)福岡三谷線 S61 

9 13 屋島中町線 (都)高松海岸線 ～ 終点（屋島中町） H3 

10 14 兵庫町西通町線 (市)扇町１１号線 ～ (都)扇町宮脇線 S21 

11 15 瓦町松島線 起点（塩上町一丁目） ～ (都)東浜港花ノ宮線 S21 

12 16 中野町藤塚線 (都)魚屋町栗林線 ～ (都)東浜港花ノ宮線 S21 

13 17 栗林上福岡線 (都)東浜港花ノ宮線 ～ (市)楠上町４号線 S21 

14 18 扇町宮脇線 起点 ～ (都)屋島西宝線 S21 

15 

19 

木太多肥上町線 

太田第２区画内長池部分     S61 

20 (一)太田上町志度線 ～ (都)成合六条線 S61 

21 (都)成合六条線 ～ (主)三木国分寺線 S61 

22 (主)三木国分寺線 ～ (一)岩崎高松線 S61 

16 23 太田下町長池線 太田第２区画内長池部分     S61 

都市計画道路網見直し対象路線 １６路線（２３区間） 
 

表 2.2 新規路線候補 

路線 区間 路線名 区間位置 

A a ことでん仏生山駅 ことでん仏生山駅東側から（都）朝日町仏生山線の区間 

B b JR 予讃線端岡駅 JR 予讃線端岡駅南側から国道 11 号の区間 

C c ことでん円座駅 
県道 高松琴平線からことでん円座駅北側を通り 

主要地方道 円座香南線を結ぶ区間 



    

 

 

1) 必要性の検証結果 

 

 

 
注 1）地域連携軸に指定されているものの、接続する道路（県 164号）が 1車線であり、軸形成が不可能 

注 2）本区間は居住誘導地域に含まれているが、区間周辺は住居が集積しており、機能の必要性は十分に確保されていると判断したため、当該機能の必要性はなく、代替性は考慮できない。 

注 3）本区間は居住誘導地域に含まれているが、区間周辺の土地区画整理は既に完了しており、機能の必要性は十分に確保されていると判断したため、当該機能の必要性はなく、代替性は考慮できない。 

注 4）将来交通量は 4000台/日を上回るものの、交通混雑緩和に関する必要性は低いため、当該機能の必要性はない 
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号

路
線
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計画概要

Step1-(1)
求められる機能の検討

Step1-(2)
機能代替の検討

機
能
面
で
の
必
要
性
評
価

車
線
数
の
検
討
結
果

Step1-(3)
整備上の課題の検討

STEP1
まとめ

区域全体に及ぶ機能 局所的な機能

必
要
な
機
能
数
（
○
）

区域全体に及ぶ機能 局所的な機能

代
替
性
の
な
い
機
能
数
（
○
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重
要
課
題
の
有
無

重
要
課
題
の
概
要

半
永
久
的
に
解
決
で
き
な
い
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題

暫
定
評
価

備
考

区
間
延
長
（m

）

計
画
幅
員
（m

）

車
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数

現
状
車
線
数

将
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都
市
構
造
の
形
成

将
来
公
共
交
通
網
の
形
成

自
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へ
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区
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ま
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の
誘
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強
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路
線
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ス
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円
滑
な
運
行
の
確
保

歩
行
者
・
自
転
車
の

運
行
環
境
の
確
保(

高
松
環
状
無)

防
災
空
間
の
形
成

将
来
都
市
構
造
の
形
成

将
来
公
共
交
通
網
の
形
成

自
動
車
交
通
混
雑
緩
和
へ
の
寄
与

地
区
レ
ベ
ル
の
ま
ち
づ
く
り
の
誘
導

主
要
駅
ア
ク
セ
ス
の
強
化

路
線
バ
ス
の
円
滑
な
運
行
の
確
保

歩
行
者
・
自
転
車
の

運
行
環
境
の
確
保(

高
松
環
状
無)

防
災
空
間
の
形
成

(A)≧1
かつ

(B)≧1
左以外

必要性が
高い

必要性が
低い

1 1 (都)錦町国分寺綾南線 1,887 22 4 2 〇 - - - - - 〇 - 2 〇 - - - - - 〇 - 2 高 - 有 ・新たなトンネル整備が必要 存続

2

2 (都)朝日町仏生山線① 1,040 22 4 - - 〇 - - 〇 - 〇 - 3 - 〇 - - 〇 - 〇 - ３ 高 4⇒2 変更
断面混雑度は低く、車線数を減らした場合でも断面交通

量に影響がないため車線数の変更候補とする。

3 (都)朝日町仏生山線② 1,290 22 4 - 注１ - - - 〇 - 〇 〇 3 - - - - 〇 - × × 1 高 4⇒2 有

・接続する県道１６４号は１車線であ
りネットワークとしての連続性が確保でき
ない
・歴史街道との重複
（保存すべき施設との重複）

〇
歴史街道との

重複
変更・廃止

53条許可が多い
整備上の課題もあり、断面混雑度も低いため、

路線区間の一部廃止、車線数の一部変更候補とする。

3 4 (都)成合六条線 1,520 25 4 - 〇 〇 〇 - - - 〇 〇 ５ 〇 〇 〇 - - - 〇 〇 ５ 高 変更なし 存続

4
5 (都)高松海岸線① 1,227 16 2 - 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 ６ 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 ６ 高 - 存続 歴史的景観に配慮を要する

6 (都)高松海岸線② 1,530 16 2 - 〇 - - - 〇 - 〇 〇 4 〇 - - - × - 〇 〇 3 高 - 有 ・JR高徳線との交差（アンダーパス） 存続

5

7 (都)中新町鬼無線① 193 18 2 2 〇 〇 - 〇 - 〇 〇 〇 ６ 〇 〇 - 〇 - 〇 〇 〇 6 高 - 存続
8 (都)中新町鬼無線② 330 18 2 2 〇 〇 - 〇 - - 〇 〇 ５ 〇 〇 - 〇 - - 〇 〇 ５ 高 - 存続
9 (都)中新町鬼無線③ 850 18 2 2 〇 〇 - 〇 - - 〇 〇 ５ 〇 〇 - 〇 - - × 〇 4 高 - 存続

6 10 (都)郷東香南線 558 16 2 - - - - 〇 - - 〇 - ２ - - - 〇 - - 〇 - ２ 高 - 存続
7 11 (都)郷東檀紙西線 805 16 2 - - - - - - - 〇 - １ - - - - - - 〇 - 1 高 - 有 ・JR予讃線との交差（アンダーパス） 存続

8 12 (都)太田下町林線 1,040 16 2 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 低 - 有 ・区間20と現道との連続性確保 一部廃止
区間20と現道との連続性を確保するため、

一部廃止、一部存続とする。

9 13 (都)屋島中町線 350 16 2 - - - - 〇 〇 - 〇 〇 ４ - - - 〇 〇 - 〇 〇 ４ 高 - 存続 歴史的景観に配慮を要する

10 14 (都)兵庫町西通町線 300 15 2 2 - - - 〇 - - 〇 〇 3 - - - 注2 - - 〇 × 1 高 - 存続 53条許可が多い

11 15 (都)瓦町松島線 130 25 2 2 - 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 6 - 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 6 高 - 存続
12 16 (都)中野町藤塚線 250 15 2 - - 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 ５ - 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 ５ 高 - 存続
13 17 (都)栗林上福岡線 470 15 2 2 - 〇 - 〇 - - 〇 〇 ４ - 〇 - 〇 - - 〇 〇 ４ 高 - 存続
14 18 (都)扇町宮脇線 170 15 2 - - - - 〇 - - 〇 〇 ３ - - - 注2 - - × 〇 1 高 - 存続 53条許可が多い

15

19 (都)木太多肥上町線① 100 12 2 - - - - 〇 - - - - 1 - - - 注3 - - - - 0 低 - 有 ・長池との重複 廃止

20 (都)木太多肥上町線② 1,000 12 2 - - 〇 - - - - - - 1 - 〇 - - - - - - 1 高 - 有 ・下池との重複 存続

21 (都)木太多肥上町線③ 1,460 12 2 - - 〇 - - - - - - 1 - 〇 - - - - - - 1 高 - 存続

22 (都)木太多肥上町線④ 1,100 12 2 - - - - - - - 〇 - １ - - - - - - 注4 - 0 低 - 廃止

16 23 (都)太田下町長池線 70 12 2 - - - - 〇 - - - - 1 - - - 注3 - - - - 0 低 - 有 ・長池との重複 廃止

(A)
(B)

(C)

(D)

(C)=低
または

(C)=高 かつ (D)=〇
↓
廃止

上記以外
↓

存続または変更



 

 

(1) 変更・廃止による効果・影響の定量的検証結果 

 単体街路ごとの事業効率性について、高松環状道路の整備の有無にかかわらず、区間 22を

除く５つの区間は１以下と低い。 

 区間 22については、県道岩崎高松線周辺の用途地域内に一定の人口が集積しており、発生

交通量が見込まれる中、区間 22と連続的に整備される区間 21の整備もあり、現道の国道

193 号から岩崎高松線への交通転換、さらに岩崎高松線から区間 22 へ交通転換が発生し、

経路短縮による便益が発生し、費用対効果が高くなっている。 

 

 

 

⇒区間 22 については、存続候補路線へ暫定評価を変更する。それ以外の路線については、

STEP１の暫定評価を据置とする。  

○区間２２ 木太多肥上町線④周辺状況

至 塩江方面
（美馬市）

日生ニュータウン

平池グリーンタウン
八王子団地

区間22

県道岩崎高松線

県道三木国分寺線

【人口密度の分布（平成22（2010）年】

出典：平成22年国勢調査地域メッシュ統計
（総務省統計局）

人口が集積

区間22

国道193号

区間21



    

 

 

2) 暫定評価結果 

廃止・変更により効果・影響の検証結果を反映した、路線の暫定評価結果を以下に示す。 

 

 

路
線
番
号 

 

区
間
番
号 

路線（区間）名 
暫
定
評
価 

備
考 

1 1 (都)錦町国分寺綾南線 存続  

2 
2 (都)朝日町仏生山線① 変更  車線数変更（４→２）  
3 (都)朝日町仏生山線② 

一部変更 
一部廃止 

車線数変更（４→２）及び 
一部廃止  

3 4 (都)成合六条線 存続    

4 
5 (都)高松海岸線① 存続   
6 (都)高松海岸線② 存続   

5 

7 (都)中新町鬼無線① 存続   
8 (都)中新町鬼無線② 存続   
9 (都)中新町鬼無線③ 存続   

6 10 (都)郷東香南線 存続   
7 11 (都)郷東檀紙西線 存続  

8 12 (都)太田下町林線 廃止   
9 13 (都)屋島中町線 存続   

10 14 (都)兵庫町西通町線 存続  
11 15 (都)瓦町松島線 存続  
12 16 (都)中野町藤塚線 存続  

13 17 (都)栗林上福岡線 存続   
14 18 (都)扇町宮脇線 存続  

15 

19 (都)木太多肥上町線① 廃止   
20 (都)木太多肥上町線② 存続   
21 (都)木太多肥上町線③ 存続   
22 (都)木太多肥上町線④ 存続   

16 23 (都)太田下町長池線 廃止   
 

 

  



    

 

 

 都市計画決定の変更に向けた対応方針 

3.1 廃止・変更路線 

廃止・変更と評価された路線を以下に示す。 

 

表 3.1 廃止・変更路線一覧 

路線 

番号 

区間 

番号 
路線（区間）名 最終判定 備考 

2 

2 (都)朝日町仏生山線① 
変更 

車線数（4→2） 

断面混雑度は低く、車線数を減らした場合でも断

面交通量に影響がないため、車線数を変更する。 

車線数変更（４車線→２車線）  

3 (都)朝日町仏生山線② 

一部変更 

車線数(4→2) 
一部廃止 

整備上の課題があり、断面混雑度も低いため、路

線区間を一部廃止、車線数を変更する。  

8 12 (都)太田下町林線 一部廃止 
区間 20 と現道との連続性を確保するため、一部

廃止、一部存続とする。 

15 19 (都)木太多肥上町線① 廃止  

16 23 (都)太田下町長池線 廃止  

 

  

図 3.1 廃止・変更路線位置 

 

  

仏生山駅

区間３

県道１２号

区間２

市道 多肥仏生山線

市道 仏生山円座線

長池

大池

高松中央IC

区間19

区間23

区間12

廃止区間

変更区間
（車線数４→２）

廃止区間

変更区間
（車線数４→２）



    

 

 

3.1.1 個別路線の評価詳細 

1) 区間 2：朝日町仏生山線① 変更路線 

4 車線での整備が計画されていたが、車線数の検討において、2 車線で整備した場合にも道

路断面の混雑度は 1.0 を下回っており、4 車線化は過剰であると判断したため、車線数を 4 車

線から 2車線に変更する。 

 

2) 区間 3：朝日町仏生山線② 一部変更、一部廃止路線 

本区間の必要性の検討結果は接続する県道 164号が 1車線の道路であり、軸形成が不可能で

あることから、必要性は仏生山駅アクセスの機能のみであり、南側区間を廃止しても、求めら

れる機能は満足すると判断した。また、歴史街道との重複の課題もある為、南側区間を廃止と

する。 

また、4車線での整備が計画されていたが、車線数の検討において、2車線で整備した場合に

も道路断面の混雑度は 1.0 を下回っており、4 車線化は過剰であると判断したため、車線数を

4車線から 2車線に変更する。 

 

3) 区間 12：太田下町林線 一部廃止路線 

本区間の必要性の検討結果は「すべての機能について必要性がない道路」であり、廃止候補

路線と評価するものだったが、存続候補路線の区間 20 と現道との接続性を確保する必要があ

ることから、区間 20と現道を接続する区間のみ存続路線とし、残りの区間を廃止路線とする。 

 

4) 区間 19：木太多肥上町線① 廃止路線 

本区間の必要性の検討結果は「すべての機能について必要性がない道路」であるため、本区

間を廃止路線とする。 

 

5) 区間 23：太田下町長池線 廃止路線 

本区間の必要性の検討結果は「すべての機能について必要性がない道路」であるため、本区

間を廃止路線とする。 

 


